
経済資料協議会会則

第1章総 則

(名称〉

第1条本会は，経済資料協議会 (TheAssociation for Documentation in Econo-

micめというう。

(事務所〉

第2条本会は，事務所を大阪市東淀川区大隅2ー 2-8 大阪経済大学中小企業経

営研究所内におく。

(目的〉

第3条本会は，会員相互の協力により，経済に関する学術情報の理論，技術等の諸

問題について研究，調査を行ない，経済研究の進歩発展に寄与することを目

的とし，あわせて会員相互の親睦を図るものとする。

〈事業〉

第4条本会は，前条の目的を達成するために次の事業を行なう。

(1) 経済に関する学術情報の理論，技術等の諸問題についての研究と調査。

(2) 会誌，経済学文献季報等の編集および刊行。

(3) 会員間における刊行物の交換。

(4) 会員聞における文献の閲覧，複写等についての便宜供与。

(砂研究会，講習会等の開催。

(め 内外関係諸団体との資料，情報の交換および連絡。

(7) その他，本会の目的を達成するために必要な事業。

第2章会 員

〈組織〉

第5条本会は，第6条に定める会員をもって組織する。

2 本会は，事業遂行の便宜上，会員の所在地により，地区別に部会をおくこと

ができる。

(会員の種別〉

第6条本会の会員は，次のとおりとする。
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(1) 普通会員本会の目的に賛同して入会の申し込みをし第9条の規定によ

り入会を承認された学術研究機関および資料機関。

(2) 特別会員 本会の目的事業に賛同する者で理事会の適当と認めた個人また

は団体。特別会員に関する細則は，別にこれを定める。

(3) 賛助会員本会の目的事業を賛助する者または団体。賛助会員に関する細

則1'1，別にこれを定める。

(議決権)

第7条会員〈以下，会員とは普通会員をいう。〉は 1箇の議決権を有する。

(会員の特典〉

第8条会員は，本会が出版する刊行物の配布をうける等の特典を有する。

(入会〉

第9条会員になろうとする機関は，入会申込書を会長に提出し，総会の承認を得な

ければならない。

〈退会〉

第10条会員は，退会の届出，解散，会費滞納等の場合に会員たる資格を失う。

〈入会金および会費〉

第11条会員は，別に定める入会金および会費を納入しなければならない。

〈会員名簿〉

第12条本会事務所には，会員名簿を傍えつけ，これに会員の入会，退会，その他，

所要事項を記載するものとする。

第3章役 員

(役員の種別および員数)

第13条本会に次の役員をおく。

会長 1名

理事長 1名

理事 5名以上9名以内

監事 1名以上3名以内

(選出〉

第14条役員の選出は，次の条号による。

(1) 会長は，理事会の推薦を得た者を総会で選出する。

匂)理事長は，理事の互選により定める。

(め理事および監事は，会員のうちから総会において理事機関および監事機関

を選出し，その機関の推薦によってこれを定める。
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(職務〉

第四条会長は，本会を代表して会務を総理し，また総会の議長となるほか，別にこ

の会則に定める職務を行なう。会長に事故のある場合は，理事の互選により

定められた者が，その職務を代行する。

2 理事長は，会長を補佐して会務を主宰し，理事会の議長となる。理事長に事

故のある場合は，理事の互選により定められた者が，その職務を代行する。

3 理事は，理事会を組織し，総会の議決にもとづいて会務を執行する。

4 監事は，民法第四条に規定する職務を行なう。

(任期および解任〕

第四条役員の任期は 2年とし，再任を妨げない。

2 補欠または増員のため役員になった者の任期は，前任者または現任者の残任

期間とする。

3 役員は，その任期満了後でも後任者が就任するまではなお，その職務を行な

う。

4 役員は，この会の役員としてふさわしくない行為のあった場合，または特別

の事情のある場合には，その任期中であっても総会および理事会の議決によ

り，会長がこれを解任することができる。

第4章会 議

〈会議の種別〉

第17条会議は，総会および理事会とする。

2 総会は，通常総会および臨時総会とする。

(構成〉

第四条総会は，会員をもって構成する。

2 理事会は，理事をもって構成する。

(機能〉

第四条総会は，次の事項を議決する。

(1) 事業計画および事業報告。

(2) 予算および決算の承認唱

(3) 役員の選任および解任。

仏)会則の変更。

(5) 会員の入会，退会の決定。

(6) その他，本会の運営に関する主要事項。

2 理事会は，次の事項を議決する。
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(1) 総会の議決した事項の執行に関する事項。

(2) 総会に付議すべき事項。

(3) その他，総会の議決を要しない業務の執行に関する事項。

(招集)

第20条総会，理事会は会長が招集する。

(開催)

第21条通常総会は，毎年1回開催する。

2 臨時総会は，会長または理事会が必要と認めたとき，または会員現在数の 3

分の l以上もしくは監事から，会議の目的事項を示して請求のあったときは，

招集しなければならない。

3 理事会は，会長が必要と認めたとき，または理事現在数の 2分の 1以上から，

会議の目的事項を示して請求のあったとき開催する。

(定足数〉

第22条総会および理事会は，その構成員の 3分の 2以上の出席がなければ聞くこと

ができなし、。

(議決〉

第23条総会および理事会の議事は，その会議の出席会員の過半数をもって決し，可

j'ff同数のときは，議長の決するところによる。

(議事録〉

第24条すべての会議には，議事録を作成し，議長および出席者代表2名以上が署名

押印の上，これを保存する。

第5章会 計

(予算および決算〉

第25条本会の予算は，毎年総会で決定し，決算は監事の監査を受け，総会の承認を

得なければならない。

(会計年度〉

第26条本会の会計年度は，毎年4月1日に始まり，翌年3月31日に終る。

第6章会則の変更

(会則の変更〉

第27条 この会則を変更しようとするときは，総会において，その出席会員の 4分の

3以上の承認を得なけれぽならない。
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第7章補 則

〈委任〉

第28条 この会則に定めるもののほか，この会則施行について必要な事項は，理事会

の議決を経て，会長が別に定める。

附則 本 会 則 は 昭 和43年 6月1日から実施する。

特別会員，賛助会員に関する細則

1.特別会員のうち個人とは，研究調査機関および資料機関等に勤務する者をいう。

2.特別会員のうち団体とは，本会の目的事業に賛同する研究調査機関および資料機

関等をいう。

3.特別会員，賛助会員の入会，退会は理事会の議決によるものとする。

4.特別会員，賛助会員は研究会に出席することができる。
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